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者
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他
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…
…
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三
〇
一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
貸
付
金
の
元
利
償
還
金
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
北
新
一
丁
目
二
番
十
二
号
　
社
会
福
祉
法
人
山
梨
県
社
会
福
祉
協
議
会

二
　
委
託
に
係
る
貸
付
金
の
元
利
償
還
金

山
梨
県
高
齢
者
居
室
等
整
備
資
金
及
び
重
度
心
身
障
害
者
居
室
等
整
備
資
金
貸
付
事
業
に
係
る
貸

付
金
の
元
利
償
還
金

三
　
委
託
の
期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
定
さ
れ
た
次
の
救
急
病
院
か
ら
同
項
の
申
出
の
撤
回
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

社
会
保
険
山
梨
病
院

甲
府
市
朝
日
三
丁
目
八
番
三
十
一
号

二
　
撤
回
年
月
日

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

社
会
保
険
山
梨
病
院

甲
府
市
朝
日
三
丁
目
十
一
番
十
六
号

二
　
認
定
期
間

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
四
月
三
十
日
ま
で

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
九
五

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

五
月
二
日

第
二
千
三
百
十
八
号

木　曜　日



山
梨
県
告
示
第
百
六
十
八
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
臨

時
種
畜
検
査
を
実
施
し
、
次
の
と
お
り
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

種
畜
証
明

検
査
実
施

種
類

品
種

名
　
前

生
年
月
日

毛
色

等
級

飼
養
者

書
番
号

日

三
一
三
一

平
成
二
十

豚

合
成

フ
ジ
ザ
ク
ラ

平
成
二
十

茶

二
級
中
央
市

九
九
九
〇

五
年
三
月

Ｄ
Ｂ
　
ヤ
マ

三
年
十
月

山
梨
県
畜

〇
〇
一

二
十
七
日

ナ
シ
チ
ク
シ

二
十
五
日

産
試
験
場

一
一
　
一

〇
〇
六
　
一

〇

三
一
三
一

平
成
二
十

豚

合
成

フ
ジ
ザ
ク
ラ

平
成
二
十

茶

二
級
中
央
市

九
九
九
〇

五
年
三
月

Ｄ
Ｂ
　
ヤ
マ

三
年
十
一

山
梨
県
畜

〇
〇
二

二
十
七
日

ナ
シ
チ
ク
シ

月
十
五
日

産
試
験
場

一
一
　
一

〇
二
〇
　
〇

七

三
一
三
一

平
成
二
十

豚

合
成

フ
ジ
ザ
ク
ラ

平
成
二
十

茶

二
級
中
央
市

九
九
九
〇

五
年
三
月

Ｄ
Ｂ
　
ヤ
マ

三
年
十
一

山
梨
県
畜

〇
〇
三

二
十
七
日

ナ
シ
チ
ク
シ

月
十
六
日

産
試
験
場

一
一
　
一

〇
二
二
　
〇

五

三
一
三
一

平
成
二
十

豚

合
成

フ
ジ
ザ
ク
ラ

平
成
二
十

茶

二
級
中
央
市

九
九
九
〇

五
年
三
月

Ｄ
Ｂ
　
ヤ
マ

四
年
一
月

山
梨
県
畜

〇
〇
四

二
十
七
日

ナ
シ
チ
ク
シ

十
四
日

産
試
験
場

一
一
　
一

〇
三
四
　
一

〇

三
一
三
一

平
成
二
十

豚

合
成

フ
ジ
ザ
ク
ラ

平
成
二
十

茶

二
級
中
央
市

九
九
九
〇

五
年
三
月

Ｄ
Ｂ
　
ヤ
マ

四
年
二
月

山
梨
県
畜

〇
〇
五

二
十
七
日

ナ
シ
チ
ク
シ

十
二
日

産
試
験
場

一
一
　
一

〇
四
三
　
〇

五

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
都
市
計
画
の
種
類

甲
府
都
市
計
画
道
路
の
変
更

（
三
・
三
・
一
号
　
和
戸
町
竜
王
線
）

二
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三
　
縦
覧
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

市
川
三
郷
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

市
川
三
郷
都
市
計
画
下
水
道
事
業
市
川
三
郷
町
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

二
九
六



平
成
四
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
四
年
山
梨
県
告
示
第
七
十
号
、
平
成
四
年
山
梨
県
告
示
第
八
十
二
号
、
平
成
七
年
山
梨
県

告
示
第
三
百
九
十
号
、
平
成
九
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号
、
平
成
十
年
山
梨
県
告
示
第
三

十
三
号
、
平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号
、
平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
六
十
四
号

及
び
平
成
二
十
年
山
梨
県
告
示
第
百
六
十
九
号
の
事
業
地
に
、
市
川
三
郷
町
黒
沢
字
山
王
の
一
部

を
加
え
る
。

２
　
使
用
の
部
分

な
し

公
　
　
　
告

'

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
シ
ス
テ
ム
機
器
等
　
一
式

２
　
借
入
物
品
等
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
借
入
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
納
入
場
所

知
事
が
指
定
す
る
場
所

二

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
　

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
等
（
平
成
二
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
八
十
八
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
　

加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
な
い
こ
と
又
は
法
人

で
あ
っ
て
そ
の
役
員
が
暴
力
団
員
で
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

４
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
―
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

山
梨
県
企
画
県
民
部
情
報
政
策
課
　
情
報
通
信
基
盤
管
理
担
当

電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
四
一
九

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日
（
金
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
　

条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う
。）

を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
三
の
１
の
交
付
場

所
に
お
い
て
交
付
す
る
。
な
お
、
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
に
三
の
１
の

場
所
に
電
話
連
絡
す
る
こ
と
。

３
　
入
札
参
加
資
格
申
請
書
の
提
出
方
法

平
成
二
十
五
年
五
月
七
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
（
金
）
ま
で
の
県
の
休
　

日
を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
に
三
の
１
の
場

所
に
持
参
す
る
こ
と
。

４
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
一
日
（
金
）
午
後
二
時
　
郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
〇
一
　
山
梨
県

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
庁
北
別
館
四
階
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
ル
ー
ム

５
　
郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
場
所

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で
に
山
梨
県
企
画
県
民
部
情
報
政
策
課
情
報

通
信
基
盤
管
理
担
当
（
郵
便
番
号
四
〇
〇
―
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一

号
）
に
必
着
す
る
こ
と
。

６
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金

額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

二
九
七



７
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
条
件
に
違

反
し
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札

そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）

第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を

も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金

免
除

３
　
契
約
保
証
金

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

４
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

５
　
長
期
継
続
契
約

こ
の
公
告
に
係
る
入
札
の
結
果
、
落
札
者
と
の
間
で
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
契
約
は
、
山
梨
県

長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第

九
十
号
）
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
当
該
契
約
に
係
る
予
算
の

減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。

６
　
そ
の
他

落
札
者
が
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
「
二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
」
に
掲
げ
た
参
加
資
格

の
う
ち
、
一
つ
で
も
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
は
契
約
を
締
結
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
県
は
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
の
他
、
詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ

る
。

※
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'

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
機
器
　
一
式

２
　
購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
納
入
期
限

平
成
二
十
五
年
九
月
六
日

４
　
納
入
場
所

知
事
が
指
定
す
る
場
所
（
警
察
本
部
通
信
指
令
課
通
信
指
令
室
他
三
部
署
）

二

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

１
　
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
等
（
平
成
二
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
八
十
八
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
し
立
て
、

又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
民
事
再
生
手
続
開
始
の
申

し
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
（
更
生
手
続
開
始
又
は
民
事
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
を

除
く
。）
で
な
い
こ
と
。

３
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
又
は
法
人
で
あ
っ
て
そ

の
役
員
が
暴
力
団
員
で
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

４
　
こ
の
公
告
に
示
し
た
調
達
物
品
の
規
格
（
仕
様
）
に
適
合
し
た
物
品
及
び
数
量
を
確
実
に
納
入

で
き
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
納
入
し
よ
う
と
す
る
物
品
に
係
る
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
知
事
の
求
め
に
応
じ
て
速
や
か
に
提

供
で
き
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

二
九
八



６
　
山
梨
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
お
い
て
登
録
業
種
（
物
品
）
の
う
ち
「
情
報
機

器
」、「
通
信
機
器
」
の
い
ず
れ
か
が
登
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

７
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
―
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
出
納
局

管
理
課
調
度
担
当
　
電
話
〇
五
五
―
二
二
三
―
一
三
九
五

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日
（
月
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条

例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う
。）

を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
三
の
１
の
交
付
場

所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

３
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
五
月
十
六
日
（
木
）
ま
で
の
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午

前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
三
の
１
の
場
所
に
提
出
す
る
。

４
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
二
十
五
年
六
月
十
二
日
（
水
）
午
後
二
時

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
九
番
十
一
号
　
山
梨
県
県
民
会
館
三
階
　
出
納
局
入
札
室

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

６
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
条
件
に
違

反
し
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札

そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）

第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

７
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を

も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め

る
入
札
保
証
金
又
は
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
八
条
の
二

又
は
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

３
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

４
　
違
約
金
の
有
無

有

５
　
落
札
者
が
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
、
二
に
掲
げ
た
参
加
資
格
の
う
ち
一
つ
で
も
満
た
さ
な
く
な

っ
た
場
合
は
契
約
を
締
結
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
は
損
害
賠
償
の
責
め
を
負

わ
な
い
も
の
と
す
る
。

６
　
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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'
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
四
月
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

二
九
九



び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
す
け
っ
と
く
ら
ぶ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
東
　
幸
則

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
江
原
千
四
百
八
十
八
番
地
一

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
を
持
つ
人
々
に
対
し
て
、
農
業
全
般
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
障
が
い

を
持
つ
人
々
の
自
立
及
び
社
会
参
加
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日
ま
で

'

平
成
二
十
五
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
四
年
度
調
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
試
験
日
時

平
成
二
十
五
年
七
月
六
日
（
土
）
午
後
一
時
か
ら
三
時
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
番
五
号
　
山
梨
学
院
大
学

三
　
試
験
科
目

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
。

１
　
食
文
化
概
論

２
　
衛
生
法
規

３
　
公
衆
衛
生
学

４
　
栄
養
学

５
　
食
品
学

６
　
食
品
衛
生
学

７
　
調
理
理
論

四
　
受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
多

数
人
に
対
し
て
飲
食
物
を
調
理
し
て
供
与
す
る
施
設
又
は
営
業
で
調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十

三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
第
四
条
に
定
め
る
も
の
に
お
い
て
二
年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事
し

た
も
の

五
　
受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日
（
月
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四

時
ま
で
と
す
る
。

六
　
受
験
願
書
提
出
場
所

住
所
地
を
管
轄
す
る
保
健
所
又
は
中
北
保
健
所
峡
北
支
所
と
す
る
。
た
だ
し
、
山
梨
県
外
に
住
所

を
有
す
る
者
は
、
山
梨
県
福
祉
保
健
部
健
康
増
進
課
と
す
る
。

七
　
提
出
書
類

１
　
受
験
願
書

２
　
履
歴
書

３
　
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

４
　
調
理
師
法
施
行
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
施
設
又
は
営
業
に
お
い
て
二
年
以
上
調
理
の
業
務
に

従
事
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
当
該
施
設
の
長
又
は
営
業
主
の
証
明
書
（
受
験
者
が
施
設
の

長
又
は
営
業
主
で
あ
る
場
合
は
、
調
理
師
会
そ
の
他
の
調
理
師
関
係
団
体
の
長
の
証
明
書
）

５
　
写
真
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
半
身
及
び
無
帽
の
も
の
で
あ
っ
て
、
大
き

さ
が
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

八
　
受
験
手
数
料

六
千
百
円
（
受
験
願
書
に
六
千
百
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
は
り
つ
け
、
消
印

し
な
い
こ
と
。）

手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
返
還
し
な
い
。

'

使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
飯
田
二
丁
目
二
番
三
号
　
財
団
法
人
山
梨
県
国
際
交
流
協
会

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

三
〇
〇



四
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
送
達
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
櫻
　
　
井
　
　
　
　
　
洋

一
　
送
達
を
受
け
る
べ
き
異
議
申
立
人
の
住
所
及
び
氏
名

山
梨
県
韮
崎
市
本
町
二
丁
目
一
二
番
九
号

氏
　
名
　
　
水
　
　
川
　
　
正
　
　
文

二
　
公
示
事
項

右
の
者
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日
に
運
転
免
許
証
の
有
効
期
間
に
係
る
異
議
申
立
て
を

し
、
当
委
員
会
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
六
日
に
当
該
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
を
し
た
が
、
こ

の
決
定
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
で
あ
る
右
の
者
の
所
在
が
不
明
の
た
め
、
決
定
書
の
謄
本
を
送
付

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
、
当
該
決
定
書
の
謄
本
を
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
お
い

て
保
管
し
、
い
つ
で
も
交
付
す
る
こ
と
か
ら
、
右
の
者
は
、
同
課
に
出
頭
の
上
、
こ
れ
を
受
領
さ
れ

た
い
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
株
式
会
社
協
同
社
山
梨
中
央
自
動
車
教
習
所
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
櫻
　
　
井
　
　
　
　
　
洋

一
　
変
更
後
の
代
表
者
の
氏
名
　
古
屋
　
良
男

二
　
変
更
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

そ
　
の
　
他

山
梨
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

当
委
員
会
は
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
四
条
及
び

労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

山
梨
県
労
働
委
員
会

会
　
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
和
　
　
雄

氏
　
名

経
　
　
　
歴

委
　
嘱
　
年
　
月
　
日

鶴
田
　
和
雄

弁
護
士
　
第
三
十
五
・
三
十
六
期
山
梨
県
労
働
平
成
十
五
年
七
月
十
四
日

委
員
会
公
益
委
員
　
第
三
十
七
・
三
十
八
・
三

十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
会
長

田
中
　
正
志

弁
護
士
　
第
三
十
七
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公
平
成
十
九
年
七
月
五
日

益
委
員
　
第
三
十
八
・
三
十
九
期
山
梨
県
労
働

委
員
会
会
長
代
理

加
藤
　
里
美

特
定
社
会
保
険
労
務
士
　
第
三
十
六
・
三
十
七
平
成
十
七
年
七
月
十
一
日

・
三
十
八
・
三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公

益
委
員

勝
俣
　
高
明

公
認
会
計
士
　
第
三
十
八
・
三
十
九
期
山
梨
県
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

労
働
委
員
会
公
益
委
員

深
松
　
和
子

山
梨
学
院
大
学
教
授
　
第
三
十
七
・
三
十
八
・
平
成
十
九
年
七
月
五
日

三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

神
宮
寺
　
聡

連
合
山
梨
会
長
　
第
三
十
七
・
三
十
八
・
三
十
平
成
十
九
年
七
月
五
日

九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

青
柳
　
和
仁

ヤ
マ
ト
運
輸
労
働
組
合
山
梨
支
部
執
行
委
員
長
平
成
十
七
年
七
月
十
一
日

第
三
十
六
・
三
十
七
・
三
十
八
・
三
十
九
期
山

梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

窪
田
　
　
清

東
京
電
力
労
働
組
合
山
梨
総
支
部
執
行
委
員
長
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

第
三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

中
澤
　
晴
親

連
合
山
梨
事
務
局
長
　
第
三
十
七
・
三
十
八
・
平
成
十
九
年
七
月
五
日

三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

萩
原
　
雄
二

ル
ネ
サ
ス
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
労
働
組
合
甲
府
平
成
十
九
年
七
月
五
日

支
部
執
行
委
員
長
　
第
三
十
七
・
三
十
八
・
三

十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

三
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小
池
　
基
次

山
梨
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事
　
第
三
十
九
期
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

小
林
　
隆
二

山
梨
県
経
営
者
協
会
相
談
役
　
第
三
十
九
期
山
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

田
中
　
好
輔

甲
斐
日
産
自
動
車
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

第
三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

松
橋
　
勝
美

塩
山
鋪
装
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
　
第
三
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

武
田
　
與
光

株
式
会
社
テ
ン
ヨ
武
田
代
表
取
締
役
会
長
　
第
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
六
日

三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

市
川
　
由
美

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
四
日

小
俣
　
芳
久

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
四
日

榎
原
　
　
茂

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
指
導
監
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
五
日

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
日

三
〇
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